
議事２号 「（仮）形成計画素案検討部会」の設置について 

 

本協議会において「神戸電鉄粟生線地域公共交通網形成計画」の策定に関し必

要な協議を行うに当たり、実務的な部分についてより綿密に協議を行っていける

よう、機動性を持って取り組める体制を構築するため、協議会規約第１０条の規

定に基づき、協議会に「（仮）形成計画素案検討部会」を設置する。 

 

 

［組織図（案）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 前回協議会において、同じく協議会の部会として提案した「（仮）利用

促進部会」については、委員から出された意見等を踏まえ、設置しないこ

ととする。 

 

 

  

資料－４ 

 

神戸電鉄粟生線活性化協議会 

（H21.11 月設置） 

・利用促進事業の実施 

・形成計画の策定協議など 

 

（仮）戦略会議 

（今後設置予定） 

・協議会とは別組織 

・粟生線の将来についての根幹

的なところの議論 

・その上で必要があれば H28 年

度末をもって終了する現在

の支援フレームの見直し 

・協議結果は形成計画に反映 

（仮）形成計画素案検討部会 

（H28.6 月設置予定） 

・形成計画の素案の検討 

決定事項を 

反映 

＜凡例＞ 

    既設 

    新設 

方針決定 

報告 
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「（仮）形成計画素案検討部会」について 

 

 

１ 設置目的 

  平成２９年度以降における粟生線及び沿線地域の活性化を図るための新た

な計画として、改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく

「神戸電鉄粟生線地域公共交通網形成計画」の策定協議のベースとなる計画素

案の検討及び策定を行うことを目的として設置する。 

 

２ 部会員及びオブザーバー（案） 

根拠となる条項 部 会 員 

法第６条第２項第１号 

（計画を作成しようと

する地方公共団体） 

兵庫県 県土整備部 県土企画局 

交通政策課が選任する者 

神戸市 住宅都市局 交通政策部 

交通支援担当課長 

三木市 まちづくり部 交通政策課長 

小野市 総合政策部 交通政策グループ 課長 

法第６条第２項第２号 

（関係する公共交通事

業者等） 

神戸電鉄株式会社が選任する者 

神姫バス株式会社が選任する者 

法第６条第２項第３号 

（学識経験者） 
国立大学法人 神戸大学 学長顧問 

  

根拠となる条項 オブザーバー 

法第６条第２項第３号 

（当該地方公共団体が

必要と認める者） 

国土交通省 近畿運輸局が選任する者 

  ※部会の事務局：三木市 

 

３ 設置時期 

  平成２８年６月（予定） 

  （平成２８年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査

事業（計画策定事業））の国の交付決定が本年５月下旬～６月上旬（予定）

であることから、当該交付決定後に設置） 
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４ 検討内容 

 (1) 「神戸電鉄粟生線地域公共交通総合連携計画」（平成２５年度～平成２８

年度）の評価 

   ○連携計画に掲げられた施策の進捗状況及び効果の確認 

   ○連携計画の評価 

 (2) 沿線公共交通の現状の整理 

   ○現在の沿線公共交通の現状の把握及び課題の整理 

 (3) さまざまな条件下での沿線公共交通の将来予測分析 

   ○将来の需要予測データ等を踏まえた将来動向の予測分析 

 (4) 沿線公共交通網の将来の姿の検討 

   ○将来予測分析の結果を踏まえた現状の課題及び改善策の検討 

   ○将来にわたって維持できる沿線公共交通網の将来の姿の検討 

 (5) 地域公共交通網形成計画素案の策定 

   ○粟生線沿線地域における公共交通維持のための基本方針及び目標の設定 

   ○具体的な施策及び形成計画素案の策定 

 

５ スケジュール（予定） 

実施項目 4 月       9 月       12 月       3 月 

(1) 「神戸電鉄粟生線地域公

共交通総合連携計画」の評

価 

 

(2) 沿線公共交通の現状

の整理 

 

(3) さまざまな条件下で

の沿線公共交通の将来

予測分析 

 

(4) 沿線公共交通網の将

来の姿の検討 

 

(5) 地域公共交通網形成

計画素案の策定 

 

※計画素案の策定後、直後に開催する協議会の意見を聴き、沿線３市が最終策定 
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